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児童養護施設における心理療法事業に関する一考察 その 3)
一治療構造とコンサルテーションについて考える-

はじめに

前稿では，児童養護施設(以下，養護施設と略記す

る)における「養護施設内での子ども間暴力」に着

目し，これに対する心理臨床家の役割や今後の課題

について実践事例を交えながら検討を試みた(樋口，

2009) 。

そこで本稿では引き続き，養護施設というフィール

ドに限定して，改めて「治療構造」について外来型相

談機関との本質的違い，また「生活担当職員(以下ケ

アワーカー， CWと略記する)とのコンサルテーショ

ンにおける現状と課題」について，実践を踏まえなが

ら検討することを目的とする。

I 児童養護施設における治療構造

1 )養護施設の治療構造に関する現状

ある調査によると，全国に約560箇所存在する養護

施設のうち約60箇所の心理療法担当職員に対する質問

紙調査の結果，面接室やプレイルームが完備されてい

ると回答したのは，情緒障害児短期治療施設(以下，

情短施設と略記する)が100% という結果だったのに

対して，全体の85%にとどまった(子どもの虹情報研

修センター， 2009) 。

筆者はかつて，“養護施設はそもそも心理治療を目

的とした情短施設とは異なり，その性質上，養育する

ことが基盤となっている。こうしたことが相侯って，

治療という概念が根付きにくいというのが特徴(樋

口， 2008a)" であることを述べた。そうしたそもそも

の設置上の理念の違いから，養護施設では治療を行う

場がまだ十分に完備されていないということにつな

がっていると考えられる。まさに養護施設とは生活を

営むことが最重視される生活施設なのであり，改めて

その経緯のなかに心理療法事業といった治療構造をと

もなう，これまでになかったサポート体制が加わって

きたのだといえる。

心理療法事業の導入と現状の課題について，これま

でも辻川 (999) ，安田 (2001) ，村尾 (2002) ，曽田 (2002) , 

高橋 (2003) ，渡部 (2003) ，山口 (2003) ，若松 (2004) , 

内海 (2005) ，牧田 (2006) などの報告例があり，こ

れらからも治療構造の形態が個々によってさまざまで

あることが明らかである。こと生活の場に治療の場を
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もつことで，“日常生活のもち込みなどの影響を受け

やすい(坪井， 2004)" などの指摘にあるように，養

護施設全体の力動に注目し，施設全体を治療構造に見

立て，生活の場に治療の場を持つことのメリットやリ

スクを論じているものも数多い。

2 )養護施設の心理療法とその他の外来型心理療法と

を比較して考える

① 外来型と比較した構造上の遣い

外来型といえば，公的機関で知られる児童相談所や

地域の保健センターのようなところのほか，病院のよ

うな医療機関などの相談機関が代表的である。ほかに

は企業内におかれるもの，あるいは最近ならば学校の

なかにあるスクールカウンセリングという構造のよう

なものが治療構造(いわゆる外来型，と本稿では述べ

る)として知られるところだろう。

ところが養護施設の治療構造はまさに 1 )でも述べ

たとおりで，そうした外来型のように「家から外へ出

掛けて通所するということによってセラビールームに

行き来する j のと比較して「家のなかにセラピールー

ムがある」というのがきわめて特殊な点である。まさ

に生活に即したところで治療の枠組みが存在するとい

うことであり，日々の生活のなかに起こるさまざまな

ことがセラピーのなかに持ち込まれやすいため，枠組

みは不安定かつ暖昧になりやすいという危険性を苧む

といえる(樋口， 2008a)"。

外来型の場合は，セラピーを終え退室した時点から

家路につくまでの物理的・精神的距離(インターバル)

がもたれ，その移動のなかでクライエント(以下， Cl 

と略記する)はセラピー内容を振り返ったり，あるい

は非現実感覚から現実感覚へと自分自身を移行させた

りして，自己感覚を捉えなおすことも可能になる。

では，養護施設の場合はどうだろう。施設によって

構造上の造作の違いはさまざまだが，たいていは面接

室のドアを開ければそこに生活空間が広がっている。

非現実世界としての面接室と，現実世界である場との

距離はほとんどなく，連続的に造られた空間のなかで

非現実と現実という，対極にある性質のものが混在し

ているように考えられる。

そのため，セラピーを終える際にはいわゆる外来型
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以上に遊びをしっかりと面接室で収めたかたちで退室

できるよう終えることを支援することが治療者(以

下， Thと略記する)にとって特に重要であると思わ

れる。

② 外来型と比較した心理療法実施における環境上

の遣い

また，外来型と比較した養護施設の子どもたちにお

ける心理療法のアプローチ上のさまざまな違いについ

て，自身が養護施設Thとして長年にわたり子どもの

心理療法にあたっていた森田 (2006) は，外来型と比

較した養護施設内という環境上の特徴について以下表

Aのように述べている。

表A

1.養育者は家族ではなく，職員である。

2. 生活環境は家族だけではなく多くの同世代の

子どもたちとの共同生活である。

3. 子どもたちは施設生活以外に生活の場が存在

している。

4. それぞれの子どもたちは違った生活環境のな

かで，その幼少期を送り，何らかのストレス

フルな体験を持っている。

5. 生活はプライベートなものとなりにくい。

6. 施設によって様々であるが，衣，食，住に自

由な部分が少なく，世話をする大人を中心と

してまわることが多い。

7. ホーム内でトラブルが発生したときに，子ど

もを移動させたり，養育者を変えたりするこ

とが可能である。

8. 子どもの生活の場は，個人的というよりは社

会的な場である。

表Aの1.にあげられた養育者が家族ではないという

点は最たる特徴ともいえるだろう。それによって7.の

ように養育者の変更という，本当の家族ではないから

こそ起きる事態が存在する。なにより家族ではない者

が養育者の責めを負うという心的負担は大きい。その

ため施設Thの業務のうち大切なもののひとつに，コ

ンサルテーションでcwらを支援することが重要にな

ると筆者は考えているが，詳細は後に述べる。

③ 外来型と比較した心理療法の実施に際して起こ

りうる遣い

さらに外来型と比較した心理療法の実施に際した違

いとして，森田 (2006) は以下表Bのように述べている。
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表 B

1.明確な主訴と呼ばれるものがあまり見られな

い。あるいは，集団生活のなかでの協調性の

なさが主訴になることが多い。

2. 終結と呼べるような生活環境，人格の変容は

あまり期待できない。

3. 生活環境が他の子どもとの共同生活であるた

めに，対象となった子どもの生活環境を調整

することは難しい。

4. 生活環境が普遍的でなく，頻繁に変化する可

能性がある。

5. 他児との関係のなかで，心理療法の内容が子

どもの口を通して他児に伝達される。

6. 子ども本人の意思ではなく他児の妨害によっ

てセラピーにこられなくなることがある。

表 B の1.にあげられた， r明確な主訴と呼ばれるも

のがあまり見られない」という点は検討すべき点であ

ると思われる。森田 (2006) はThの視点から子どもを

みたときに明確な主訴と呼ばれるものがあまりないこ

とを指摘しているが，筆者はさらに「子ども自身にとっ

て主訴と感じられる何かが意識化されること」に重き

を置いている。

つまり cwらによってあげられる子どもの主訴とし

ての「集団生活への不適応」はもちろん，それとは別

に子ども当人にとって「自分の困りごと・悩んでいる

こと」と考えられる何かが子ども自身によって意識化

され，それを主訴として取り扱うことが施設内のセ

ラピーを実施する導入段階では必要であると思われ

る。たしかに子ども自身にとって明確な主訴と呼ばれ

るものがあまり見られないまま，集団不適応を懸念す

るcwらによって心理療法の対象児童にあげられるこ

とはよく起こりうる。だ、がDoltoの実践をもとに竹内

(2004) は“クライエントは治療に対して動機づけられ，

責任をもたねばならないこと"から“子どものクライ

エントもまた，治療に対して動機づけられ，責任を持

たねばなりません"と指摘している。筆者は心理療法

を実施するうえで子ども自身に「なぜ心理療法に来る

のかj を意識のなかでしっかりと定置してもらい，そ

のうえでcwの主訴とは別立てで子ども自身が考える

主訴をしっかり聴き取ることの必然性を感じながら実

践を続けている。これは養護施設に限ったことではな

いといえる。

Gilligan (2000) は施設入所における子どもの決定



への関与がその後の施設でのケアの効果を高めること

や，それによってコントロール感が与えられることに

よって結果的に自尊感情を高めることにつながること

を指摘している。こうしたことからも，心理療法のス

タートにおいても子どもにとっての主訴をある程度明

確にしていく作業は，大人の側の事情で入所を余儀な

くされている養護施設の多くの子どもたちが，自分の

内面の声に耳を傾け自己感覚をとらえなおし，最終的

には自尊感情を培ううえで大切なきっかけにもつなが

るといえるだろう。

以下，子どもと主訴について話し合うことが Thの

Cl理解につながっていった事例を述べたい。なお事例

への配慮のため，事実関係等の詳細は省略し， Clの言

葉を r J, Thの言葉を< )で記す。

i ) ["友だちができない」ことを主訴にあげた一例

身体的虐待環境で育った小学男児Aは，周囲に対す

る暴力・暴言が非常に多くみられた。 CWらは心理療

法対象児童にあげる際の主訴として， Aの頻繁な他害

行為と集団不適応を明示した。 Thはひとまずアセス

メントの面接枠を設け，そのなかでAにくいま，困っ

ていることはありますか〉と尋ねてみた。そうしたと

ころ， r友だちができないねん，ボク」という返答が

Aから出された。しょんぽりと言うその様子は日頃の

粗暴な振る舞いからはまったくイメージが異なり， r ど

うやったら仲良くできるかが分からん」とAはさらに

付け加えた。〈どうして友だちできないんだろうね。

どうやったら仲良くできるのかつて考えてるんやね〉

「うん，どうしてか分からんJ くそのこと，わたしと一

緒に考えてみょうか〉と Thが提案した際にAは「は?J 

とポカンとして声をあげた。「いっしょに考えてくれ

るの? J と AはThの発した言葉を一字一句を確かめる

ようにして言い， Thはくうん。 A くんはどうしたいかな〉

と応答した。「…そうしてみる J としばらく考えてか

らAは同意し，その後のセラピー経過のなかで，たび

たびこのことはAの当初の主訴として振り返りの素材

となっていった。

このようにCWが心理療法の必要性を感じたことを

契機ととらえ，直接的に子ども自身の訴えを聞くこと

で子どもの全人的理解に一層つながることがある。自

分のしでかしている粗暴な振る舞いによって結果的に

周囲からの孤立化が避けられない状態のなか， Aの視

点、に立ってみると自分には友だちが出来ないことに悩

んでおり，仲良くするにはいったいどうしたらいいの

かが分からず困っているのである。さらに話を深めて

いくなかで， Aが幼少期に虐待体験のなかを生き抜く
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ための術として，周囲に何らかのかたちで自分の存在

をアピールすることでバランスを取っていたことや，

そうしたアピールの仕方が行き過ぎたかたちにならざ

るをえなかったことで暴力・暴言という行動化につな

がっていたと考えられる。

また表Bの2.にあるように， r終結と呼べるような生

活環境，人格の変容はあまり期待できない」というの

も特徴のひとつである。坪井 (2004) も治療の終結後

も養護施設での生活が継続する事例はままあることか

ら“どの時点で終結にするか"が大変難しい課題であ

ることを指摘し，樋口 (2008b) も実践事例をもとに“「終

結J ではなく， r長いお休みという区切り方"をひと

つの有用なやり方として紹介 ιながら“その後の施設

生活が続くことを考慮に入れて，幅をもたせた形で終

えてみることは一つの手立てと思われる"と述べてい

る。

そして，表Bの5.にあるように「他児との関係のな

かで，心理療法の内容が子どもの口を通して他児に伝

達される」ことは実際に起こりがちである。つまりセ

ラピーのなかで他の子どものセラピー内容をClが話題

にしながらThの反応をうかがうということがあるの

だが，これは養護施設で実施されるセラピーの宿命と

もいえるだろう。そうした免れない事態をむしろ契機

ととらえ， Thが適切に対応することが求められるス

キルでもあると思われる。以下に筆者が実際に関わっ

た事例の一端を述べる。

ii) ["他の子もここに来てるんでしょう? J と尋ね

た一事例

幼少期にネグレクト環境で育った小学女児Bがイン

テークの際に「他の子もここに来てるんでしょう?J 

「他の子ともこれで遊んだの? J としきりにThに尋ね

てくる。興味をもって尋ねているというよりむしろ断

定的な言い方で，なかば自分は他児よりも後に来室す

るようになったことに対して，どこか自己否定的な

印象を受けているような言い方である。〈他の子もこ

こに来てるんだろうなあって思うの?) r来てるんで

しょ，聞いたもん。他の子とこのオモチャで遊んだん

でしょ J <Bちゃんとここでお話したり遊んだりする

ことを他の子にぜったいに秘密にするのといっしょ

で，他の子がここに来てるとか他の子が何で遊んだか

とか，そういうこともBちゃんには絶対に言わないよ〉

「……Jo Bは黙ったまましばらく Thの言葉を反努する

ような表情をしてから口元でニッコリと笑って「ぜっ

たい秘密やで，今日お話したことは先生とBの秘密や

で」とはっきりした口調で言う。〈もちろん秘密やで〉
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と Th も応じる。

Thは， このときにB治宝知りたかったのは， Thカ汁也

人との秘密を守るかどうかということではなく， Th 

が「守りの器」として機能するかどうかということで

あったと考える。 Bが望んだ回答だったかは分からな

いが，少なくともBにとって個別的な時間・空間とし

てセラピーの場が絶対的に守られるという感覚を感じ

ることができたのではないか。

iii) Iここのオモチャを持って帰ってきた子のこと，

僕知ってるよj と言った一事例

部屋のオモチャを持って帰りたがる子どもが多いな

かで，身体的虐待環境で育った小学男児Cは「先生，

00人形がいくつか無くなってるでしょう?J <どう

して?) I ここのオモチャを持って帰ってきた子のこ

と，僕知ってるよ J <…… >0 CはThが何か言うのをし

ばらく黙って待ってから「あかんよな，そんなことし

て j と探るようなまなざしで， Thに同意を求めるよ

うに言ってきた。 <C くん，そのことあかんことやっ

て分かつてるんだね)1ここのお部屋にあるものは持っ

て帰ったり，むやみに壊したらあかんねんで」くそう

やね> 1そいつ，何でそんなことしたんかなあJ <何で

かなあ。それより C くんはちゃんとここのお部屋の決

まりごと分かつてくれてるっていうことが良く分かっ

たよ> 1え。そんなん普通のことやん Jo Thは話題を

すり替えたというよりむしろ，他児がオモチャを持ち

帰ったことにC自身複雑な想いでおり， Thにその事実

を告げることでどう反応されるのか不安もありなが

ら，それでもやっと想いでC自身の率直な見解を言語

化することができたのをしっかりと評価したいと思っ

た。ここはまず， Cがセラピーの枠組みについて本児

なりの理解を適切にしている点の振り返りにつなげる

ことがまず優先されるべきところである。

これはほんの一例だが，オモチャの持ち出しという

他児の枠破りをClが知りえてしまい，さらにそれがセ

ラピ一場面でClによってカミングアウトされるとき，

目の前のClに対してThが大きな「器」と成り得るよう

な応答をすることが求められる。繰り返しになるが，

それは養護施設のように暖昧な構造のなかで心理療法

を実施するうえで必然的な事象であり，その応答がCl

にとって有用なものであることを見立てられるという

ことがThにとって必須のスキルだといえる。

II CWとのコンサルテーションにおける現状と課題

1 )コンサルテーションとはそもそも何か

コンサルテーションとはそもそも相談や協議するこ
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とを指すことばだが，“あくまで相談を受けて，それ

に対するアドバイスを提供することなのである(白波

瀬， 1998)" とあり，スーパーヴイジョンとはその性

質が異なる。異なる領域の専門家同士の話し合いの場

のなかで，相手の意見を聞いて有用であると思われる

内容を自分の見解に取り入れたり，あるいは自分の見

解を読み直す作業を行って方策を立て直したりできる

というのがコンサルテーションの核の部分であると筆

者は考える。

2) CWとのコンサルテーションについて

また樋口 (2007) は，養護施設でのCW と Thの協働

という視点から“子どもの最善の利益をTh と CWとが

それぞれ専門性を持ち寄り，習いあうこと"を述べて

いる。井出 (2009) もまた，養護施設におけるTh と

CWの関係についての探索的研究のなかで， CWへの

コンサルティングがThの役割の重要な一つであるこ

とをことわりを入れたうえで “コンサルタントであ

る心理職とコンサルティであるCWの役割が固定され

たものではなく，心理職とCWが互いの活動に意見し

合い，かつ両者が施設のなかで援助資源となるよう

に，コンサルテイングを相補的な関係と捉える視点"

を示唆している。そのため増沢 (2004) も指摘するよ

うに， Thの姿勢として，“他職種に通じない専門用語

の使用はできるだけ避け，日常用語を用いて分かりや

すく伝えること"は担当CWにとって“実感を伴う理

解(八木ら， 2009)" になるうえで必須のことであり，

こうした姿勢は養護施設のThに限ったことではない

といえるであろう。

生地 (2008) は児童精神科医師という立場から養護

施設にかかわり，現在までの実践事例をもとに，“コ

ンサルテーションの一環として，なるべく多くの職員

(できれば栄養士や調理師，事務職員なども含める)

が参加する事例検討会を定期的に開くことで，子ども

の問題のとらえ方や対処についての共通の理解を尊重

し，自由な意見交換ができるように配慮することも必

要である"と述べている。たしかに，他職域の職員を

交えて子どもの理解を深めるような事例検討会の実施

は，とても有効で、あると筆者は考える。実際にこうし

た試みは，集団生活のなかでどうしても子どもの問題

行動のほうに目が行きがちな日々慌しいCWらにとっ

て，栄養士ら調理師などの職員側から 100ちゃんは

箸の使い方がとても上手J 10口くんは好き嫌いがな

く，食べ方もきれい」などと意見してもらうことによっ

て， 日頃見過ごされることのある子どもの肯定的側面

や特長を知らされる機会にもつながり，結果的にCW



やThがいっそう子どもの理解を深めていく場になり

得る。

さらに生地 (2008) は，“施設内で行われる心理療

法は，施設という治療的な養育環境の機能の一部とし

て位置づけられる方がよい。つまり，児童養護施設で

親代わりになって子どもたちの生活ケアを担当してい

る職員の生活ケアと子育て・しつけがもっとも重要な

治療的営為でもあり得るという認識が必要である。し

かし，子どもの内面の動きは表面の行動から十分には

理解できないこともあり，一定の場所で一定の時間に

行われる心理療法によって始めて理解できることがあ

る。言い換えると，日々のケアに追われていると見

失いがちな，時間軸のなかでの子どもの理解を提供

するという意味合いも心理療法にはある"ということ

についても言及しており，これはTh と CWとのコンサ

ルテーション上の基盤になる考え方であると思われ

る。いわば養護施設でのThは心理療法の効用と限界

を適切に理解し，子どもにとってセラピーはあくまで

ケアの一部分であるという以上の主義・主張をもつべ

きではない。 CWらが子どもたちのケアの主軸であり，

CWらと子どもが生活にまつわる多くの営みを共に丁

寧にやっていくことが子どもたちにとって最も有用で

あり，治療的ともいえることをThがコンサルテーショ

ン上の視座として定置することが求められる。 CWに

とってそうした理解がされていくよう援助すること

は，子どもたちの自己形成につながっていくといえ

る。

筆者はCWとのコンサルテーションのために，①発

達障害や子どもの精神障害等について診断分類手引

き・資料等を日常語に読み直して，双方でイメージし

やすいように協働している事例をもちいながら理解を

深めていくこと，②子どもの心理判定結果(入所時な

どの)を児童相談所の児童心理司と Thとの意見交換

を事前に踏まえたうえで養護施設内での生活に即した

形態でCWに対して工夫をしながらフィードバックす

ること，の二点を具体的に実践するように心掛けてい

る。

そこで以下に，上述①および②に関するCWと筆者

とのやり取りの一端を報告する。 CW (なお，文中で

は先生と呼んでいる)の言葉を{ }，筆者の言葉を

< )で記す。なお，①については i) に示し，②に

ついては ii) に示している。

i) 自閉症 (Àペクトラム)の疑いといわれた子ど

もに関するコンサルテーション

〈自閉症スペクトラムっていう概念自体はいろいろ
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本やインターネットなんかを調べてみて何となくは理

解できるんですけど。とても幅のある概念だなと思っ

て。結局のところよく分からないです) <たしかに自

閉症スペクトラムって表現，とても幅を感じますよ

ね。幅があるだけに他にも(すでに同じ診断のついて

いる子どもを例に挙げて)0ムくんや口口くんなんか

も該当してて。それぞれ診断名が同じでも子どもらの

キャラクターはそれぞれみんな違いますよね) {ほん

とそう。一概に発達障害の理解が手引きどおりにいか

ないのは痛感します。現場としては疑いっていうこと

が分かつたことで理解は深まるんですが， じゃ具体的

に次はどうしたらいいかっていうのがいつも難しいで

す} <たとえば今回のケース，受診する前後を比較し

てみてください。先生のなかで何かこの子の印象は変

わりましたか) {もしや自閉症?って思っていたとこ

ろがあったので，疑いの診断がついてドクターの意見

を聞いてみて，自分の感覚に少し自信がもてたところ

がありました。普段の行動のどんなところをポイント

にしていくといいかとか，あとは受診のタイミングと

かも考えるきっかけになりました〉くなるほど。先生

がおっしゃりとおり，あれ?って思う何らかの子ども

の特徴があって。それに対して何らかの医学的な根拠

がつくことで先生自身も感覚に自信がもてたり考えに

整理がついたり。何よりこの子に見合った今後の支援

計画が立てられていきますもんね) {そうですね。具

体的に部屋の配置や，ほかにも視覚的な注意が向きや

すいような張り紙の作り方とかを考えるきっかけにな

りましたね} <診断はひとつの素材であって，先生が

そうやって子どもの環境配慮のうえでヒントに使って

くださることはすごく大切だと思います〉。

これはコンサルテーションというよりむしろ， CW  

なりの理解や想いをもとに，いま現在子どもに実践し

ている対応をモニタリングしながらThの意見や感想

を述べることによって， CWの感覚に賛同することも

含めて子どもへのまなざしをお互いが確認し合った一

例である。なお診断名がついた際に，適切にその診断

名について理解することを支援することはThの重要

な役割の一つであるがそれだけにとどまらず，その診

断名が子どもにとってどのような建設的意味合いを付

与するのかという点を考えることもまた重要である。

ii) 子どもの心理判定結果をcwにフィードパック

するというコンサルテーション

ある小学校高学年の被虐待児Dのケースにおいて

WISC-皿を児童相談所で実施したところ，結果的に全

検査IQ数値が軽度の発達遅滞から境界域の知的水準



児童養護施設における心理療法事業に関する一考察 その 3) 一治療構造とコンサルテーションについて考える一

であることが分かった例を挙げる。

CWとのコンサルテーションの前に，検査者をつと

めた児童心理司と Thとで細かな検査結果プロフィー

ルを見ながら意見交換し合う場を設定し，そのなかで

言語性IQ と動作性IQの差は17であり，この差は誤差の

範囲ではなく個人内能力に大きなアンバランスさが認

められるという点を確認した。そもそもこのケースは

Dの学習面での蹟きが顕著になり出し， Dが不当に自

己評価を下げてしまう可能性もあるというのをCW ら

が懸念し，今後の支援に向けて対応を考えるひとつの

手がかりが欲しいと訴えたことで，検査実施となっ

た。プロフィールのなかでも『絵画完成』のスコアが

最も高く，視覚素材に対して細部まで注視して判断す

る力があることが分かつた。また群指数のスコアから

知覚統合が比較的高く，一方で処理速度が非常に弱い

点も明らかになった。こと『符号』のスコアが最も低

く，一つ一つ筆圧も非常に強く丁寧にこだわりをもっ

て書かれている点も特徴的であった。何よりも検査者

の質問に対してDが常に緊張の高い状態にあり，自信

なさげに回答する様子が印象的であったことも補足さ

れた。

CWへのコンサルテーション時， Thはまず“検査の

有用性や限界(藤田他， 2007)" を説明し， <数値もさ

ることながら，こまかな項目ごとの回答情況が現在の

Dの状態を知るうえで手がかりになります〉という点

を踏まえることを心掛けた。そのため当初の頃はCW

らの多くから〈全検査IQ数値というものがすべての

指標のように思っていた〉という率直な感想が寄せら

れ， <たしかに自分がもし検査を受けて，最終的な数

値だけでいろいろ判断されるのはつらい。できればそ

の数値にいたるなかで，特によく出来ていた点や残念

だ、った点なども含めて見てもらいたい〉と被検査者の

立場だったらどう感じるかという意見が聞かれるよう

になった。『符号』についてく検査時においてDは丁

寧に書き映すことにこだわり，そのため非常に時間が

かかりましたがミスはなく，タイムアップを告げられ

て残念そうにしていたそうです。時間制限のある課題

なので速くかっ正確にすることが求められるのです

が，彼の姿勢や残念そうに終わったというところに感

じるモチベーションの高さは評価できる点です。日常

のなかでも見せることのある粘り強さや，丁寧に何か

をやり遂げる姿勢をいまいちど評価しなおしていきな

がら，少しずつペースアップできるような課題を与え

ることが有用かもしれません> <たしかに日ごろ整理

整頓も能動的にやれる子で，そこは評価できるところ

です。決してスピーデイではないけれども声掛け次第
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で少しずつ変わっていけるかもしれませんね〉とCW

らは領いた。さまざまな意見を酌交わし，このような

領きの瞬間が起きることは有意義なコンサルテーショ

ンの在りょうのひとつだろうと思う。

このコンサルテーションのポイントは i )と同様

に，判定結果をあくまで子どもの全人的理解の一つの

素材として位置づけることで議論を深めていったとこ

ろにある。数値という裏打ちがあることで明確に能力

の位置づけを認識しながら，それを踏まえたうえで日

常の子どもの頑張りを評価できる機会となった。検査

は実施することそれ自体が目的ではなく，返ってきた

結果の細かな把握をするなかで子どもの育ちを支える

手だてを導き出すことにある。

E おわりに

「治療構造」と「コンサルテーション」という二つ

のテーマを主軸に，事例の一端を交えながら，暖昧な

治療構造ゆえに起こることをどのように捉えれば有用

な方向へつなげられるか，また深刻な虐待事実を抱え

るケースに対して異職種同士がコンサルテーションを

土台にチームで関わるからこそできることは何かを考

えてきた。

以前筆者は就学前の年齢のある子どもからこんなこ

とを聞かれた o Iなんでこのお部屋(プレイルーム)

をここ(養護施設)に作ったの?おうちに帰れないひ

とがかわいそうだから作ったの?お話できるお部屋が

あったほうカfいいからイ乍ったの? J 。

生活に即したところにある治療構造だからこそ，さ

まざまな事情によって親から分離して暮らす子どもは

ときにこう考え，そのままに想いを発してくることが

ある。そうしてさまざまに語られる子どものことばに

じっくりと耳を傾けながら，今その子どもがどのよう

な状態にあると見立てるか考え，どのように異職種と

の協働を図ることが望ましいのかということについて

的確に見きわめる力が施設の心理臨床家に求められ

る。

ケアワークと心理臨床のつなぎ手として何ができる

のかということを，さらに実践を積みながら考えてい

きたい。
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